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高畠町農業委員会第１回総会議事録 
 

１．開催日時 令和５年７月２０日（木）午前８時４０分から午前１０時００分 

２．開催場所 高畠町役場 第１委員会室 

３．出席委員（１４名） 

   会長      １番  山 口 令 和 委員 

２番 佐 藤 泰 彦 委員 ３番 山 田 文 則 委員 

５番 長谷川 みどり 委員 ７番 齋 藤 真 徳 委員 

８番 嶋 津 功 美 委員 ９番 黒 田 雅 幸 委員 

１０番 菅 野 仁 一 委員 １１番 高 橋   稔 委員 

１２番 栗 田 亮 一 委員 １３番 安 部 春 一 委員 

１４番 庄 司 和 美 委員 １５番 萩 原 拓 重 委員 

１６番 髙 橋 正 利 委員   

４．欠席委員（２名） 

４番 髙 梨 修 一 委員 ６番 横 山 裕 一 委員 

５．遅刻委員（‐名） 

    なし 

６．議事日程 

 第 １ 臨時議長の選出 

 第 ２ 町長挨拶 

 第 ３ 委員及び職員の紹介 

 第 ４ 仮議席の指定 

 第 ５ 選第１号 高畠町農業委員会会長の選任について……………………………………１件 

 第 ６ 会期の決定 

 第 ７ 選第２号 高畠町農業委員会会長職務代理者の選任について………………………１件 

 第 ８ 議第１号 議席の決定について…………………………………………………………１件 

 第 ９ 議事録署名委員の指名について 

 第１０ 選第３号 高畠町農業委員会専門委員会委員の選任について………………………１件 

 第１１ 選第４号 高畠町農業委員会運営委員会委員の選任について………………………１件 
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 第１２ 選第５号 高畠町農業者年金協会代議員の選任について……………………………１件 

 第１３ 選第６号 「農委広報たかはた」編集委員会委員の選任について…………………１件 

 第１４ 議第２号 高畠町農地利用最適化推進委員の委嘱について…………………………１件 

７．その他の事項 

８．報告事項 

９．農業委員会事務局職員 

    事 務 局 長  青 木   睦      事務局次長兼農地係長  山 口   充 

    主   任  遠 藤 未 貴      主   事  齋 藤 一 哉 

    会計年度任用職員  齋 藤 富美子 
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事務局長 新体制後の最初の農業委員会総会であります。 

臨時の議長につきましては、地方自治法第１０７条及び高畠町農業委員

会総会会議規則第５条第４項の規定に準じ、会長が選任されるまでの間、

出席した委員のうち、最年長の委員が職務を行うことになっております。 

本日、出席委員中、山田文則委員が最年長の委員でありますので、山田

文則委員に臨時議長をお願いいたします。 

それでは、山田文則委員、議長席にお着きください。 

 

臨時議長 ただいま紹介いただきました山田文則です。 

最年長のゆえをもちまして、臨時議長の職務を務めさせていただきま

す。よろしくお願いいたします。 

ただいまの出席委員は１４名であります。よって定数に達しておりま

す。 

ただいまより高畠町農業委員会第１回総会を開会いたします。 

高畠町農業委員会第１回総会は、農業委員会等に関する法律第２７条第

１項の規定により、町長が招集することになっております。 

本日の招集者であります髙梨町長より挨拶がございます。よろしくお願

いします。 

 

深瀬副町長 皆様、おはようございます。副町長の深瀬と申します。 

先ほど、局長のほうからございましたけれども、髙梨町長、昨日からち

ょっと上京してございまして、今日、皆様のほうに出席することがかない

ませんでしたので、私よりご挨拶を申し上げたいと思います。 

本日は早朝よりご参集を賜りまして、誠にありがとうございます。 

新しい体制の下で、第１回の農業委員会総会の開会に当たりまして、一

言、ご挨拶を申し上げたいと思います。 

このたび、７月１９日をもちまして、３年間の任期が満了したことに伴

いまして、本日から新たに１６名の皆様に任命書を交付させていただいた

ところでございます。 

今回、１６名のうち６名の方が新たに農業委員になられまして、大きな
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改選となったところでございます。今後３年間、農業委員会業務に精励さ

れまして、ご活躍されますことをご期待を申し上げるところでございま

す。 

さて、現在、ロシアのウクライナへの侵攻に加えまして、近年にない円

安などによりまして、エネルギーあるいは生産資材価格が高騰しておりま

して、農業経営も大きな打撃を受けているところでございます。何とかこ

の影響が軽減されますよう、様々な情報を収集いたしまして、町といたし

ましても対応してまいりたいと考えているところでございます。 

こうした情勢をはじめ、日本が直面する環境が大きく変化していること

から、政府におきましては、２０年ぶりに食料・農業・農村基本法の見直

しを今進めておりまして、その中間取りまとめといたしまして、先月２

日、４つの柱と今後の方向性を示しておりまして、その一つとして、平時

から国民の食料安全保障を確立する方針を明らかにしているところでござ

います。 

また、この４月の改正農業経営基盤強化促進法の施行によりまして、

人・農地プランが市町村の地域計画として決定されたところでございまし

て、農業委員会委員の皆様には、農地利用の将来像を示す目標地図の素案

づくりへの期待が集まっているところでございます。 

また、この地域計画の目標地図の作成には、農業委員会のご協力が必要

不可欠でございまして、さらに担い手農家への農地集積など、地域の取り

まとめ役、そして相談役としてお願いを申し上げるところでございます。 

さて、当町の農業経営環境は、農業者の高齢化や後継者不足、耕作放棄

地対策など、他地域と同様の傾向にございます。国が幾ら食料の安全保障

を進めようとしておりましても、農業の担い手が地域に住み続ける条件が

なければ、安定性は期待はできません。 

また、逆に農業が持続的に行われてこそ、美しい農村景観は維持されま

して、農村・漁村発のイノベーションの条件となるものでございます。こ

のような産業政策と農村政策のバランスと好循環が、当町の農業の特徴と

なりますよう、引き続き取り組んでまいりたいと考えているところでござ
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います。 

そのような中、先週でございますが、私、台湾を訪問させていただいた

ところでございます。 

１つは、台北市にありますＪＲ東日本が経営いたしますホテルメトロポ

リタンプレミア台北での、町内産農産物や特産品の利用促進のための、い

わゆる営業でございます。 

今年の３月に、既に当町のつや姫あるいはワイン、清酒、漬物、そうい

ったものをホテル内のレストランのほうで１か月間、ご利用いただいたと

ころでございまして、さらに今年の１１月、お米とか、あるいはシャイン

マスカット、ブドウですね、具体的に、もう少し利用していただくような

ことでお願いをしてきたところでございます。 

あと２つ目は、有機農業技術の交流を推進しようということで、いわゆ

る台湾の農林水産省になりますけれども、行政院農業委員会食糧局という

ところがございます。そちらの有機農業担当部署と情報交換を行ってまい

りました。台湾におきましても、高畠の有機農業の歴史は、もう既に周知

済みということでございまして、今後、様々な有機農業の技術交流を図っ

ていこうということで、意見交換をしてまいりました。 

根本的に日本と違うのが、もう台湾政府は生産段階、流通段階、あと消

費段階の中で相当のお金をつぎ込みまして、有機農業の振興を今進めてい

るというところでございまして、それがやっぱり日本と一番違う、決定的

なところだったなと感じているところでございます。 

あと３つ目は、入生田にありますＡＳＥジャパンの本部が高雄市にござ

います。そちらの従業員が、何と２万４，０００人いらっしゃるというこ

とがございまして、何とかその従業員向けに、当町のお米とかブドウと

か、あるいはワインとか、そういったものの特産品の販売ルートを開拓し

ようということで、お願いをしてきたところでございます。 

また、あわせまして、コロナも大分落ち着いてきたということがござい

まして、インバウンドということで、当町のほうにおいでいただくような

観光コースのご紹介をしてきたところでございます。 
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このように、コロナ感染症の影響も徐々に収まりつつありますので、今

後も町は積極的なＰＲ活動に努めてまいりたいと考えているところでござ

います。 

改めまして、農業委員会の果たす役割は、ますます重要になっておりま

して、農業を守り発展させていくためには、農業委員会と町と、そして関

係団体、関係機関が連携していくことが、ますます重要となっているとこ

ろでございます。山積する課題解決のため、皆様のお力添えを、今後とも

よろしくお願いしたいと思っているところでございます。 

結びになりますが、農業委員会のますますのご発展と農業委員皆様のご

活躍とご健勝をお祈り申し上げまして、私からの挨拶といたします。 

３年間どうぞよろしくお願いいたします。 

 

臨時議長 ありがとうございました。 

副町長は、次の公務のため、ここで退席いたします。 

ここで、事務局席を移動するため、暫時休憩いたします。 

 

 午前８時４９分  休憩 

午前８時５０分  再開 

 

臨時議長 それでは、再開いたします。 

次に、日程第３、委員及び職員の紹介を行います。 

本日は農業委員改選後、最初の総会でありますので、委員及び事務局職

員等の紹介を事務局長より行います。 

紹介された方は、起立をお願いいたします。 

 

事務局長 （委員及び職員を紹介） 

 

臨時議長 以上で紹介を終わります。 
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臨時議長 次に、日程第４、仮議席の指定を行います。 

仮議席は、ただいま着席の議席と指定いたします。 

 

臨時議長 次に、日程第５、選第１号「高畠町農業委員会会長の選任について」を

議題といたします。 

どのような方法で選任を行うかについてお諮りいたします。８番黒田雅

幸委員。 

 

８ 番 

(仮議席) 

仮議席８番の黒田でございます。 

会長の選任については、各地区から選考委員１名ずつを選出し、選考委

員会で選考する方法でいかがでしょうか。 

以上、提案させていただきます。 

 

臨時議長 ８番黒田雅幸委員より、選考委員を立てて会長を選任してはどうかとの

提案がございました。 

お諮りいたします。 

ただいま提案がありました会長の選任を選考委員による指名推選によっ

て行うことにご異議ございませんか。 

 

 （異議なしの声あり） 

 

臨時議長 異議なしと認めます。 

よって、会長の選任を選考委員による指名推選によって行うことに決定

いたします。 

選考委員の選出でありますが、各地区１名を選出していただく方法で行

いたいと思います。 

なお、二井宿地区の髙梨委員が欠席ですので、代理として、高畠地区か

ら２名の選出をお願いいたしたいと思いますが、これでご異議ございませ

んか。 
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 （異議なしの声あり） 

 

臨時議長 異議なしと認めます。 

それでは、休憩中に各地区より選考委員を選出し、議長まで報告願いま

す。 

暫時休憩いたします。 

 

 午前８時５５分  休憩 

午前８時５７分  再開 

 

臨時議長 それでは、再開いたします。 

選考委員が決まりましたので、ご報告いたします。 

高畠地区 菅野仁一委員、もう一方、高畠地区 佐藤泰彦委員、屋代地

区 齋藤真徳委員、亀岡地区 黒田雅幸委員、和田地区 高橋 稔委員、

糠野目地区 安部春一委員、以上です。 

それでは、選考委員会を開催する間、暫時休憩いたします。 

 

 午前８時５８分  休憩 

午前９時０２分  再開 

 

臨時議長 再開いたします。 

休憩中に選考委員会が開催されました。 

それでは、選考委員の代表者より指名推選していただきます。８番黒田

雅幸委員。 

 

８ 番 

(仮議席) 

仮議席８番の黒田です。 

選考委員の代表として、私から選考結果について報告いたします。 

ただいま別室において私を含め６人の選考委員で検討した結果、全員一
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致で、会長に山口令和委員に決定いたしました。 

以上です。 

 

臨時議長 ただいま８番黒田雅幸委員より、会長に１３番山口令和委員が指名推選

されました。 

お諮りをいたします。 

ただいま指名推選されました１３番山口令和委員を会長と決するにご異

議ございませんか。 

 

 （異議なしの声あり） 

 

臨時議長 満場、異議ないものと認めます。 

よって、１３番山口令和委員を会長と決定いたしました。 

これで臨時議長の職務が終わりました。ご協力ありがとうございまし

た。 

それでは、議長を交代させていただきます。会長、議長席にお着き願い

ます。 

 

 （会長・臨時議長 席移動） 

 

議 長 ただいま皆様の総意により会長を仰せつかりました山口令和でございま

す。 

先ほども副町長のご挨拶にもありましたけれども、皆さんが常に取り組

んでおられます農業関係につきまして、非常に大変な苦労をされて取り組

んでおられることが、まず第一点に挙げられると思います。 

そういった中で、我々農業委員として今後３年間いろいろな形で、まだ

まだ山積する問題が、皆さんがご承知のとおり山積みになっておるところ

でございます。 

そういった中で、皆さんと力を合わせ、３年間ひとつよろしくご協力、
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ご指導をお願い申し上げまして、会長としての席に着かせていただきたい

と思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

それでは、議長を務めさせていただきます。 

 

議 長 次に、日程第６、会期の決定を行います。 

高畠町農業委員会第１回総会の会期は、本日１日と決定したいと思いま

す。これにご異議ございませんか。 

 

 （異議なしの声あり） 

 

議 長 異議ないものと認めます。 

よって、会期は本日１日限りと決定いたしました。 

 

議 長 次に、日程第７、選第２号「高畠町農業委員会会長職務代理者の選任につ

いて」を議題といたします。 

どのような方法で選任を行うかについてお諮りします。８番黒田雅幸委

員。 

 

８ 番 

(仮議席) 

仮議席８番の黒田です。 

会長職務代理者の選任については、会長の選任と同じように、各地区か

ら選考委員１名ずつを選出し、選考委員会で選考する方法でいかがでしょ

うか。また、選考委員の選任については議長に一任したいと思います。 

以上、提案させていただきます。 

 

議 長 ただいま８番黒田雅幸委員より、選考委員を立てて会長職務代理者を選

任してはどうかとの提案がございました。 

お諮りいたします。 

ただいま提案がありました会長職務代理者の選任を選考委員による指名

推選によって行うことにご異議ございませんか。 
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 （異議なしの声あり） 

 

議 長 異議なしと認めます。 

よって、会長職務代理者の選考を選考委員による指名推選によって行う

ことに決定いたします。 

選考委員の選出でありますが、会長選任のときの選考委員の方から選出

を行っていただくことでよろしいか、お諮りいたします。 

 

 （異議なしの声あり） 

 

議 長 異議なしと認めます。 

それでは、選考委員会を開催する間、暫時休憩いたします。 

 

 午前９時０８分  休憩 

午前９時１１分  再開 

 

議 長 それでは、再開いたします。 

休憩中に選考委員会が開催されました。 

それでは、選考委員の代表者より指名推選していただきます。８番黒田

雅幸委員。 

 

８ 番 

(仮議席) 

仮議席８番の黒田です。 

選考委員の代表として、私から選考結果について報告いたします。 

ただいま別室において私を含め、６人の選考委員で検討した結果、満場

一致で、会長職務代理者に佐藤泰彦委員に決定いたしました。 

以上です。 

 

議 長 ただいま８番黒田雅幸委員より、会長職務代理者に３番佐藤泰彦委員が
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指名推選されました。 

お諮りいたします。 

ただいま指名推選されました３番佐藤泰彦委員を会長職務代理者と決す

ることにご異議ございませんか。 

 

 （異議なしの声あり） 

 

議 長 異議ないものと認めます。 

よって、３番佐藤泰彦委員を会長職務代理者と決定いたしました。 

それでは、佐藤新会長職務代理者よりご挨拶をいただきます。 

 

職務代理 ただいま職務代理のほうに選任されました佐藤泰彦です。 

３期目になります。本来ですと、職務代理は年長者が務めるという慣例

がございましたが、様々事情がありまして、今回選任していただくことに

なりました。皆さん、３年間よろしくお願いいたします。 

 

議 長 次に、日程第８、議第１号「議席の決定について」を議題といたしま

す。 

議席は、高畠町農業委員会総会会議規則第４条第１項の規定により、く

じで定めることになっております。 

議席を決めるくじを引く順序は、仮議席番号順に行いたいと思います。 

なお、会長及び会長職務代理者の議席番号は１番と２番といたします。

これにご異議ございませんか。 

 

 （異議なしの声あり） 

 

議 長 異議なしと認めます。 

それでは、これよりくじを引いていただきます。 
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 （事務局が番号順に回る） 

 

議 長 くじの引き漏れはございませんか。 

 

 （なしの声あり） 

 

議 長 くじの引き漏れはないと認めます。 

くじ引きの結果を事務局より報告します。 

 

事務局長 それでは、くじ引きの結果、ご報告いたします。１、２番は先ほどのと

おりであります。 

１番山口令和委員、２番佐藤泰彦委員、３番山田文則委員、４番髙梨修

一委員、５番長谷川みどり委員、６番横山裕一委員、７番齋藤真徳委員、

８番嶋津功美委員、９番黒田雅幸委員、１０番菅野仁一委員、１１番高橋 

稔委員、１２番栗田亮一委員、１３番安部春一委員、１４番庄司和美委

員、１５番萩原拓重委員、１６番髙橋正利委員。 

以上であります。 

 

議 長 報告のとおり議席を決定いたします。 

暫時休憩いたします。議席の移動をお願い申し上げます。 

 

 午前９時１８分  休憩 

午前９時２０分  再開 

 

議 長 それでは、再開いたします。 

次に、日程第９、議事録署名委員及び会議書記の指名を行います。 

高畠町農業委員会総会会議規則第１８条第２項の規定により、議長にお

いて指名させていただくことにご異議ございませんか。 
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 （異議なしの声あり） 

 

議 長 異議なしと認めます。 

それでは、議事録署名委員に２番佐藤泰彦委員、３番山田文則委員、両

委員にお願いいたします。 

会議書記には、事務局職員の遠藤主任を指名いたします。 

 

議 長 次に、日程第１０、選第３号「高畠町農業委員会専門委員会委員の選任

について」を議題といたします。 

お諮りいたします。 

専門委員会委員につきましては、高畠町農業委員会規程第３条の規定に

より、議長において指名したいと思います。これにご異議ございません

か。 

 

 （異議なしの声あり） 

 

議 長 異議なしと認めます。 

それでは、事務局長が読み上げます。 

 

事務局長 最初、農地専門委員について読み上げますので、よろしくお願いいたし

ます。議席順、若い順から読み上げます。 

２番佐藤泰彦委員、３番山田文則委員、５番長谷川みどり委員、７番齋

藤真徳委員、８番嶋津功美委員、１２番栗田亮一委員、１４番庄司和美委

員、１５番萩原拓重委員であります。 

続きまして、農業振興専門委員のほうの８名を読み上げます。 

１番山口令和委員、４番髙梨修一委員、６番横山裕一委員、９番黒田雅

幸委員、１０番菅野仁一委員、１１番高橋 稔委員、１３番安部春一委

員、１６番髙橋正利委員ということで、ご提案いたします。 
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議 長 重複者はおられませんね。 

ただいま事務局長が読み上げたとおり指名したいと思います。これにご

異議ございませんか。 

 

 （異議なしの声あり） 

 

議 長 異議なしと認めます。 

よって、読み上げのとおり決定いたしました。 

 

議 長 ここで、両専門委員会をそれぞれ開催し、委員長、委員長代理を決めて

いただき、議長まで報告願います。 

暫時休憩します。 

 

 午前９時２６分  休憩 

午前９時２９分  再開 

 

議 長 再開いたします。 

休憩中に両専門委員会が開催され、専門委員長、専門委員長職務代理者

が決定された旨、報告がございますので、お知らせいたします。 

農地専門委員会委員長に７番齋藤真徳委員、農地専門委員会委員長職務

代理者に１４番庄司和美委員、農業振興専門委員会委員長に１１番高橋 

稔委員、農業振興専門委員会委員長職務代理者に１３番安部春一委員。 

以上であります。 

 

議 長 次に、日程第１１、選第４号「高畠町農業委員会運営委員会委員の選任

について」を議題といたします。 

お諮りいたします。 

運営委員会委員につきましては、高畠町農業委員会規程第９条第１項の

規定により、会長及び会長職務代理者は構成員になりますので、それ以外
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の運営委員を議長において指名したいと思います。これにご異議ございま

せんか。 

 

 （異議なしの声あり） 

 

議 長 異議なしと認めます。 

それでは、指名いたします。 

１０番菅野仁一委員、６番横山裕一委員、７番齋藤真徳委員、１６番髙

橋正利委員、１１番高橋 稔委員。 

以上、指名したいと思います。これにご異議ございませんか。 

 

 （異議なしの声あり） 

 

議 長 異議なしと認めます。 

よって、指名のとおり決定いたします。 

ここで運営委員会を開催していただき、委員長、委員長代理を決めてい

ただき、議長まで報告願います。 

暫時休憩いたします。 

 

 午前９時３３分  休憩 

午前９時３８分  再開 

 

議 長 再開いたします。 

休憩中に運営委員会を開催し、運営委員会委員長、運営委員会委員長職

務代理者が決定いたしましたので、ご報告いたします。 

運営委員会委員長に１０番菅野仁一委員、運営委員会委員長職務代理者

に６番横山裕一委員。 

以上、報告いたします。よろしくお願いします。 
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議 長 次に、日程第１２、選第５号「高畠町農業者年金協会代議員の選任につ

いて」を議題といたします。 

お諮りいたします。 

高畠町農業者年金協会代議員の選任について、議長において指名したい

と思います。これにご異議ございませんか。 

 

 （異議なしの声あり） 

 

議 長 異議なしと認めます。 

それでは、指名いたします。 

２番佐藤泰彦委員、４番髙梨修一委員、６番横山裕一委員、１２番栗田

亮一委員、１４番庄司和美委員、１５番萩原拓重委員、それで、私がなり

ます。 

以上、指名いたしました。 

なお、会長につきましては慣例により町農業者年金協会の代表となり、

かつ県農業者年金協議会の代議員となりますので、ご承知をお願い申し上

げます。これにご異議ございませんか。 

 

 （異議なしの声あり） 

 

議 長 異議なしと認めます。 

よって、指名のとおり決定いたします。 

 

議 長 次に、日程第１３、選第６号「『農委広報たかはた』編集委員会委員の

選任について」を議題といたします。 

お諮りいたします。 

「農委広報たかはた」編集委員会委員の選任について、議長において指

名したいと思います。これにご異議ございませんか。 
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 （異議なしの声あり） 

 

議 長 異議なしと認めます。 

それでは、指名いたします。 

８番嶋津功美委員、５番長谷川みどり委員、９番黒田雅幸委員、３番山

田文則委員、１５番萩原拓重委員、１６番髙橋正利委員。 

以上、指名いたしました。これにご異議ございませんか。 

 

 （異議なしの声あり） 

 

議 長 異議なしと認めます。 

よって、指名のとおり決定いたします。 

 

議 長 ここで、編集委員会を開催し、委員長、委員長代理を決めていただき、

議長まで報告願います。 

暫時休憩いたします。 

 

 午前９時４３分  休憩 

午前９時４６分  再開 

 

議 長 再開いたします。 

休憩中に「農委広報たかはた」編集委員会が開催され、編集委員会委員

長、編集委員会委員長職務代理者が決定された旨、報告がありましたの

で、お知らせいたします。 

編集委員会委員長に５番長谷川みどり委員、編集委員会委員長職務代理

者に８番嶋津功美委員。 

以上、報告いたします。 

 

議 長 次に、日程第１４、議第２号「高畠町農地利用最適化推進委員の委嘱に
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ついて」を議題といたします。 

事務局の説明を求めます。青木局長。 

 

事務局長 では、私より議第２号「高畠町農地利用最適化推進委員の委嘱につい

て」、説明させていただきます。 

８ページをご覧いただきたいと思います。 

まず初めに、農業委員の皆様の任命については議会の同意を得て、本

日、町長から任命されたものでございます。 

ただいま議題となっております農地利用最適化推進委員の委嘱につきま

しては、この農業委員会の総会で決定して、その後、農業委員会から委嘱

するということとされております。 

これまでの経過を説明させていただきます。昨年度、農地利用最適化推

進委員について募集を行いました。去る６月２６日、農地利用最適化推進

委員候補者評価委員会、これを開催して提出のありました１２名の候補者

の審査評価を行いました。その結果、１２名全員を適当と認め、その旨の

報告が会長にあったものでございます。 

以上の経過によりまして、農業委員会等に関する法律第１７条第１項の

規定によりまして、お手元に配付しております高畠町大字塩森７８９番

地、遠藤真二外１１名について、農地利用最適化推進委員として決定して

よろしいか、お諮りするものです。 

なお、推進委員の任期につきましては農業委員の皆様と同様でありま

す。推進委員の委嘱につきましては、来週２５日の午後から会長より交付

する予定であります。説明は以上となります。ご可決くださいますよう、

よろしくお願いいたします。 

 

議 長 以上で議案の説明が終わりました。これより議案に対する質疑に入りま

す。質疑の方ございませんか。 

 

 （質疑、意見なし） 
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議 長 ないようですので、質疑を打ち切ります。 

それでは、採決いたします。 

 

議 長 ただいま議題となっております議第２号について、原案のとおり決定す

るにご異議ございませんか。 

 

 （異議なしの声あり） 

 

議 長 異議なしと認め、原案のとおり決定いたしました。 

 

議 長 事務局より、報告その他の事項等についてありますか。遠藤主任。 

 

番 外 《遠藤主任》  

【今後の事務連絡】 

 

議 長 そのほか皆さんのほうから何かありますか。 

ないようですので、以上で本日の議事が終了いたしました。 

これにて高畠町農業委員会第１回総会を閉会いたします。 

ご苦労さまでした。 

 

 


